
上市町奨学資金の支給及び貸与について（概要） 
 
　上市町では、下記要件を満たす方に対し、奨学資金の支給又は貸与を行っています。 
 
１　要件 

(1) 学校等（学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校、短期大学、専修学校の修業年限２年

の高等課程及び専門課程）に在学する者 

(2) 本人又はその保護者が町の住民基本台帳に記録されていること 

(3) 本人又はその保護者が町税を滞納していないこと 

(4) 経済的理由により修学に困難があると認められる者　　 

(5) 品行方正で、修学意欲があり、かつ、勉学に励んでいると認められる者 

２　提出書類 

(1) 上市町奨学資金（支給・貸与）申請書［様式第１号］ 

(2) 推薦書［様式第２号］（進学の場合は卒業校にて記入、開封禁止） 

(3) 学業の成績を証明する書類（進学の場合は卒業校にて取得、開封禁止） 

(4) 本人の世帯及びその保護者の世帯に属する者の住民票の写し（町外の方のみ(※)） 

(5) 本人及びその保護者の町税納税証明書（町外の方のみ(※)） 

(6) 本人の世帯及びその保護者の世帯に属する者の所得を証明する書類（町外の方のみ(※)） 

(7) 同意書［様式第３号］（本人の世帯及びその保護者の世帯に属するすべての方（18 歳未満かつ課税

所得のない方を除く。）の同意（署名）を得ること（⑸及び⑹の書類の提出のあった方については不要）。） 

※　本人又はその保護者が町外に住所を置いている場合、マイナンバーカードの写し（表裏両面）その他

マイナンバーを確認できる書類を御提出いただくことで、その方に係る⑷・⑸・⑹の書類の添付を省略

することができます（⑺の同意（署名）は必要です。）。マイナンバーの利用目的については、別紙「上

市町奨学資金に係るマイナンバーの利用目的について」を御参照ください。 

 

３　金額等 

※1 　支払いは、７月・１１月・３月の末日とします。（年間３回払い → ４ヶ月分） 

※2　 貸与の返還は、大学を卒業した月の翌月から１年経過後より発生します。また、大学卒業後、町内

に在住される方は、返還額を 50％免除いたします。（その他条件あり） 

４　その他 

　　　奨学資金の支給及び貸与にあたっては、［上市町奨学資金の支給及び貸与にかかる調査委員会］におい

て提出書類に基づき要件を調査のうえ、決定については、申請者に対し書面にて通知します。 

 

令和８年度分　申請書提出期間：令和８年４月１日(水)から令和８年５月８日(金)まで

 区　分 支　給 貸 与

 高等学校 月額　 5,000 円

 
高等専門学校

第１学年から第３学年まで 月額　 5,000 円

 第４学年から第５学年 月額　 8,000 円

 短期大学（専修学校専門課程を含む） 月額　 8,000 円

 
大学

県内 月額　 8,000 円 月額　30,000 円

 県外 月額　10,000 円 月額　40,000 円


